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★まちのできごと★


大間幼稚園 ★★★★★★

大間保育園 ★★★★★★
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★まちのできごと★

うみの子保育園 ★★★★★
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★まちのできごと★


７月３日(水)、本州最北端 大間崎にて、「一番マグロの謳歌碑除幕式」が行われました。
歌碑は、マグロ背びれをイメージし、石の丸みは波をイメージしています。表面には曲の歌詞、裏面に

は1997年以降の初競りで、最高値を付けた一番マグロを仕留めた歴代の漁師の名前が刻まれており、弁
天神社の本堂（船の守護神）に向け、斜めに設置されています。
発起人代表の大間崎商店街組合 横山組合長は「大間マグロの漁師をはじめとする関係者一同が、一

丸となって作り上げたものです。大間マグロがいつまでも、この本州最北端の町をさらに豊かに、賑や
かにしてくれることを切に願っています。」と話していました。大間町の観光大使でもある演歌歌手 福
田こうへい氏より３曲の歌唱披露があり、最後は「一番マグロの謳」とともに、熊谷義宜氏、山崎岳大氏、
菊池一夫氏が大漁旗を掲げ、華やかな除幕式となりました。

▲風になびく大漁旗を背に歌う福田こうへい氏▲関係者一同による記念撮影

７月15日(祝)海の日、大間地区において、大漁祈願祭及び天妃様行列が行われました。
漁業関係者が大間稲荷神社に集まり玉串を捧げ、神楽舞を奉納した後、神楽船を先頭に10隻以上の漁

船が大漁旗をなびかせながら大間沖へ出航し「御札入れ」を行い、豊漁と安全を祈願しました。
大間稲荷神社前から台湾や東南アジアで広く信仰されている海上守護の女神「天妃様」の行列が出発。

今年は、台湾にある「北港朝天宮」の関係者約40人が参加し、銅鑼や爆竹を鳴らしながら、色鮮やかな守
護神や龍(じゃ)踊りが町内を練り歩き、盛り上がりを見せました。

▲大漁旗をなびかせ進む漁船 ▲御札入れの様子



▲元気に踊る「龍(じゃ)踊り」 ▲町内を練り歩く「順風耳」と「千里眼」
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★まちのできごと★

令和６年４月１日付けで、地方自治功労に係る高
齢者叙勲が発令され、元大間町議会議員の佐藤亮一
氏が旭日単光章を受賞し６月24日、野﨑町長より伝
達されました。
佐藤氏は、平成７年に町議会議員に初当選し、以
後12年に渡り、町政の発展に尽力された功績が認め
られ、88歳となったことを機に、今回の受章となり
ました。

▲(左)佐藤亮一氏



 
５月31日(金)、奥戸小学校５・６年生（10人）と川蝉会の合同稚魚放流を奥戸川で実施しました。
奥戸の自然に親しむため、初めに林道のゴミ拾いをしながら歩き、植物等や自然保護標語ドラム缶（ゴ
ミ箱）を観察。
放流地点に到着すると「大きくなれよ～！」の掛声に乗せ1,500匹の岩魚（イワナ）稚魚を一斉に放流。
奥戸小学校校歌の中にある「奥戸川せせらぐほとり・・・」の通り、奥戸川の清らかな流れとともに、

稚魚も元気に泳いでいきました。放流後は成魚を手掴みして内臓を処理し、塩焼きで美味しく食しました。
この事業は、平成17年に当時の奥戸小学校６年生（13人）と川蝉会により、自然保護を目的に実施され
たことが始まりです。同じ自然の中に生きる人間が、動植物の命を頂くことのありがたさを実感できる
貴重な体験として、今後も継続して実施していきます。

▲稚魚放流の様子▲ゴミ拾いの様子

７月17日(水)、大間消防署 菊池健太隊員、伊藤龍
隊員、小濱大聖隊員が町長室を訪れ、去る７月２日
に、八戸市で行われた第52回消防救助技術青森県大
会において、３名１組で競技を行うほふく救出の部
に出場し、出場29組中第１位となったことを報告し
ました。
また、８月23日(金)には、千葉県で開催される第
52回全国消防救助技術大会へ出場することが決まり
ました。大間消防署では初の全国大会出場となり、
隊員たちは「全国でも頂点を目指す」との抱負を述
べ、大会に向けて日々訓練を重ねております。



▲左から野﨑町長、菊池隊員、伊藤隊員、小濱隊員
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花火注意事項
① 岸壁には、ロープを張り立入禁止としますので、会場の中には会場整理係の指示に従ってください。
また、西防波堤・斜路についても立入禁止区域とします。
② 立入禁止区域に入ると花火大会を一時中断します。皆様のご迷惑になりますので 絶対入らないで ください。
③ 車両進入禁止は
⑴ ヤクルト脇の道路 ⑵ 旧なかしま旅館脇の道路 ⑶ 高橋本店脇の道路
⑷ 旧大間漁協脇の道路 ⑸ 米沢ガス脇の道路 ⑹ 割石荷捌所脇の道路
以上６ヵ所となっておりますのでご協力お願いいたします。

④ 駐車場は割石岸壁、健康福祉センター「スマイリー」となっており、大変混雑が予想されますので、車のご
来場はなるべくご遠慮願います。
⑤ 海を汚さないためにも、空き缶などのゴミは必ず持ち帰るようお願いします。
⑥ 花火スケジュールについては、進行状況により多少変更があります。また悪天候の場合は 15日(木)、または
16日(金)まで順延となります。

⑦ 会場内での事故等については、一切の責任を負いかねますので、ご了承願います。
⑧ 不発花火を発見した人は 絶対に手を触れず 、役場産業振興課・大間町商工会・大間警察署までご連絡くだ
さるようお願いいたします。
【連絡先】
産業振興課 ☎３７－２１１１ 大間町商工会 ☎３７－２２３３ 大間警察署 ☎３７－２２１１

⑨ 花火大会終了後の交通渋滞を緩和するために、車での来場者の出口方向は、割石方面の左折だけ とします
のでご協力願います。
⑩ 花火大会開催中、フェリーターミナルでのご観覧は、フェリー利用者と花火大会観覧者同士の車のトラブル
が生じる恐れがありますので、 フェリーターミナルでのご観覧はご遠慮ください。
《大間警察署からのお知らせ》
イベント当日は、町内交通違反取締りを行いますので、駐車違反等に気を付けてください。
《大間港利用者の皆様へお願い》
花火大会当日、港内に係留されている方は、船舶の移動方ご協力お願いいたします。
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～ 現況届・所得状況届の提出をお忘れなく！！ ～

児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格のある方は、毎年８月に「現況届」及び「所得状況届」
の提出が必要です。
毎年８月１日現在の状況を提出していただき、引き続き手当を受給できる要件にあるかどうかを確認
することとなっています。
受給者の方々には７月下旬～８月上旬に郵送で通知しますので、提出書類を確認し提出ください。
なお、提出がない場合は、11月分以降の手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

各制度のご案内
児童扶養手当
父母の離婚・死別等で、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)
の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉を増進することを目的として、支給される手当です。
【手当の支払方法】
手当は、１月、３月、５月、７月、９月、11月の年６回、支払月の前月までの分が支給されます。
【手当額】※令和６年４月から
①全部支給
・子どもが１人の場合 月額 45,500円
・子ども２人目の加算額 月額 10,750円
・３人目以降の加算額（１人につき）月額 6,450円
②一部支給停止の場合の手当額本体額の計算方法(令和６年４月現在)
（45,500円－10円）―（所得額（控除後）－ 全部支給の所得制限限度額）×0.0243007

【所得制限限度額表】

★★★児童扶養手当受給者★★★
①現況届
②養育費等に関する申告書
③現況届案内文書
④児童扶養手当証書（水色）
⑤同居している方、全員の住民票謄本
（世帯分離していても同居している場合は必要）

※提出期限は８月３０日(金)

★★★特別児童扶養手当受給者★★★
①所得状況届
②所得状況届案内文書
③身体障害者手帳又は愛護手帳
④特別児童扶養手当証書（黄色）

※提出期限は９月１１日(水）

扶養親族等の数
本人（請求者）

配偶者・扶養義務者
所得制限限度額全部支給の

所得制限限度額
一部支給の

所得税制限限度額

０人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円

１人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円

２人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円

３人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

４人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

５人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

加 算
老人控除対象配偶者・老人扶養親族
１人につき10万円
特定扶養親族・16歳以上19歳未満の扶養親族
１人につき15万円

老人扶養親族
１人につき６万円

(当該老人扶養親族のほかに扶養親
族等がいない場合は１人を除く)

※その他の必要な書類は、役場からの通知文
書の内容をご確認ください。

※扶養親族等が６人を超える場合は、１人につき38万円を限度額に加算
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相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相談に応

じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。
■日 時：令和６年８月21日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気軽に
ご相談ください。なお、相談を希望される方は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目

的として、支給される手当です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父又は母、

もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を支給事由とする公的年金を受け

取ることができるときは支給されません。
【手当の支払方法】
手当は４月、８月、11月の年３回、支払月前月までの分が支給されます。（11月支払い時には11月

分を含む）
【手当額と所得制限】※令和６年４月から
・重度障害児の場合（１級） １人につき 月額55,350円
・中度障害児の場合（２級） １人につき 月額36,860円
【所得制限限度額表】

扶養親族の数 本人（請求者） 配偶者及び扶養義務者

０人 4,596,000円 6,287,000円

１人 4,976,000円 6,536,000円

２人 5,356,000円 6,749,000円

３人 5,736,000円 6,962,000円

４人 6,116,000円 7,175,000円

５人 6,496,000円 7,388,000円

加 算

老人控除対象配偶者・老人扶養親族
１人につき10万円

特定扶養親族又は控除対象扶養親族
（16歳以上19歳未満の者に限る)
１人につき25万円

老人扶養親族
１人につき６万円
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等
がいない場合は１人を除く)

⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）


１．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

※納期を過ぎますと、納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。
延滞金の割合は、納期内納付をされた方との公平性を保つために、法により定められています。

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

・町県民税（第２期） ・国民健康保険税（第２期） 令和６年９月２日(月）
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大間町には、「大間原子力発電所」及び、青森県内の原子力関連施設の立地に伴い電源立地地域対

策交付金が交付されています。
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、発電用施設の立地

または周辺地域で行われる公共用施設整備や住民の福祉、利便性向上のための事業に対して交付さ
れています。
令和５年度においては、次の事業に活用されました。

【交付金を充当した事業】

№ 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額

1 種苗生産事業
種苗育成事業費（光熱水費、燃料費、修繕料、飼
料費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び
賃借料、原材料費）

34,185,109 20,000,000

2 小中学校維持運営事業
大間小学校他２施設維持運営費（会計年度任用
職員（用務員）人件費３名分、光熱水費、燃料
費、委託料）

29,653,879 20,000,000

3 大間幼稚園維持運営事業 大間幼稚園維持運営費（教諭人件費３名分、光
熱水費、燃料費、委託料） 17,201,659 15,000,000

4 大間町ブルーマリン
フェスティバル

大間町ブルーマリンフェスティバルイベント企
画運営委託 一式 19,965,000 19,965,000

5 消防活動提供事業 消防活動提供事業（大間消防署職員29名分）の
人件費 9,693,600 5,035,000

6 大間病院運営事業 大間病院運営事業（看護師26名分、准看護師６
名分）の人件費 98,826,582 86,234,000

【大間病院運営事業】 【消防活動提供事業】

【大間幼稚園維持運営事業】【種苗生産事業】 【小中学校維持運営事業】

【大間町ブルーマリンフェスティバル】
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大間町には、「大間原子力発電所」及び、青森県内の原子力関連施設の立地に伴い青森県核燃料物

質等取扱税交付金が交付されています。
青森県核燃料物質等取扱税交付金は、原子力発電施設又は原子力発電密接関連施設の立地及び周

辺市町村における地域の振興と災害からの地域住民の安全確保等を図るため、発電用施設の立地ま
たは周辺地域で行われる公共用施設整備や住民の福祉、地域の活性化、防災・安全対策の措置のた
めの事業に対して交付されています。
令和５年度においては、次の事業に活用されました。

№ 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額

1 消防活動提供事業 大間消防署職員29名分の人件費 151,331,345 123,830,000

2 大間町生活環境維持・保全事業 下北広域行政事務組合負担金
（ごみ処理に係る分） 81,217,000 60,000,000

3 うみの子保育園運営委託事業 うみの子保育園指定管理料 69,728,030 40,000,000

【消防活動提供事業】

【うみの子保育園運営委託事業】
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No . 432



 

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
８月２９日(木) 午前７：１０～７：４０
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前



大間町学力向上研究会の「家庭地域啓発部会」では、今年度も学習
意欲向上と家庭学習の習慣化に向けて、取組を進めています。
６月に大間町の小中学校が連携し、家庭学習強化週間（12日～18日）

を設定、実施しました。 これから各学校の取組状況をまとめ、全体の
分析を行うわけですが、今回は先に奥戸小学校の取組の様子について
お伝えします。

【実施内容】
・家庭学習がんばりカードを配付し､｢家庭学習のポイント」に沿って、期間中毎日振り返りをさせる｡
※家庭学習のポイント…①まず、宿題をする。

②決まった時間（低学年20分～、中学年30分～、高学年50分～）勉強する。
③ながら勉強はしない。（テレビ、ゲーム）
④終わった後、自分の学習を振り返る。

【主な傾向】
〇振り返りの評価は４段階で行ったが、大半の児童が「４と３」（４…毎日できた、３…４日以上できた）
だったので、期間中は学習のポイントを意識しながら勉強ができていたと思われる。

〇週末に①と②の項目を守れない傾向にあるが、部活動の練習や試合の影響もあると思われる。

【課題→対策】
●家庭学習強化週間中は学習のポイントをよく守っているが、期間が終わると守れなくなる児童がいる。
→大間町学力向上研究会の「家庭地域啓発部会」で設定している年２回の家庭学習強化週間に加えて、
自校で独自に年３回の家庭学習強化週間を設定し、家庭学習週間の定着を図っていく。

□「家庭学習ノート」取組紹介コーナー（奥戸小学校）

家庭習充実るめに【取組】

４年生の家庭学習
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大 間 中 学 校

今年度の生徒会テーマは「つなぐ」として、あらたなスタートを始めました。「つなぐ」には、「言
葉をつなぎ、思いをつなぎ、心をつなぎ、人をつないで」をモットーに様々な活動を通して、信頼関
係を築き上げ、全校生徒にとって学校を居心地の良い場所にしていきたいという思いが込められて
います。
今後も地域の皆様や保護者の方々の学校に対する、希望、思いを「つないで」、教育活動を進め、

本校の教育活動への理解を一層賜るよう努力していきたいと存じます。よろしくお願いします。

今年中 生徒テーは「 つ な ぐ 」

栄光の足跡 ～地区中学校体育大会で活躍する～
６月８日、９日に「下北地方中学校体育大会夏季大会」がむつ市内を会場に開催されました。生

徒は日頃の成果を発揮し、野球部をはじめ多くの運動部の生徒が県大会への出場を決めました。
県大会は、７月13日～15日には「青森県中学校体育大会夏季大会」が県内各地で行われました。
柔道部は泉澪旺君と竹内晟太郎君が３位に入賞し、８月４日～７日に福島県いわき市で行われる

東北大会に出場します。剣道部は女子団体が３位、個人戦では、中森水梛さんが５位、男子個人戦
で廣谷泉蕗君が３位に入賞し、８月９日、10日に弘前市で行われる東北大会に出場します。野球部、
ソフト部、陸上も県大会に出場しました。健闘はしましたが、残念ながら上位に出場することは出
来ませんでした。
また、文化部では、吹奏楽部が７月６日に吹奏

楽コンクール地区大会に出場し、金賞を受賞し、
７月27日に、青森市で行われる県大会への出場を
決めました。

▲バレーボール部

▲吹奏楽部

▲ソフトボール部
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⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
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下記の日程で、青森県赤十字血液センターによる献血が行われます。
血液は人工的に造ることができず、長期保存もできないため、安定的に血液製剤をお届けするに

は、１年を通じて多くの方に継続してご協力いただく必要があります。
少子高齢化が進む中、特に若い世代の献血へのご理解とご協力が不可欠になっ

ています。ひとりでも多くの人を救うため、献血にご協力方よろしくお願いいた
します。

※大間町の年間目標量は 52.2L…年３回実施（令和５年度と同様）
【実績】 ４/17献血者数 48人（19.2L） 達成率 36.8％

日時：令和６年８月26日(月）
場所：大間町役場前（午前） 10：00～12：00

大間病院前（午後） 13：30～16：00
≪お願い≫①食事と睡眠を十分にとってきてください。

②服薬中の方は、お薬の名前が分かるものをご持参ください。
③マスクの着用に、ご協力ください。

≪献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」会員大募集‼≫

献血経験がある方はもちろん、献血未経験の方でもプレ会員としてラブラッド機能が使用できる
ようになりました。ぜひ、アプリをダウンロードのうえ会員登録をお願いいたします。
※ラブラッド機能一部ご紹介…事前予約・事前問診回答機能・血液検査の確認・ポイント付与など
⬘ 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）

 

※大間ライオンズクラブから
卵のプレゼントがあります！
※血液検査の結果は、青森県
赤十字血液センターから
届けられます。

８月の目標人数
50人

年 つ年 つ
20歳となる若者の新しい門出を祝福するとともに、社会人として自ら生き抜こうとする青年を励

ますため、令和６年度20歳のつどいを下記の日程で開催します。
日 時 令和６年８月15日(木) 受付 12：20～
内 容 【第１部】 式 典 13：00～

【第２部】 記 念 講 演 13：40～
【第３部】 記念写真撮影 14：30～

場 所 北通り総合文化センター「ウイング」
対象者 平成16年４月２日～平成17年４月１日生まれ。

20歳のつどい対象者には、既に開催案内を送付させていただいております。
⬘ 教育委員会 教育課 ☎３７－２１０３（直通）


８月８日～11日までの祭典期間中に、砂や塩を道路に撒いて、神様を迎える準備をすると思いま

すが、砂、塩を道路に撒くと、滑ったり、舞い上がった塩により車体等に錆を誘発する原因となりま
すので、これを取りやめて頂き、玄関前に、盛塩（５センチ程度）をして、対応いただきますようお
願いいたします。
⬘ 大間稲荷神社・祭典実行委員会 ☎０９０－２２７０－２７７６（目時宮司）
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なはつ なはつ
皆さん、こんにちは。大間病院院長の安齋です。今回の大間病院だよりは趣向を変えて、医療に関す
る「小ネタ」を集めてみました。

① 耳に虫が入ってしまった！うるさい‼
オリーブ油などの食用油や、ワセリンなど何かしらの軟膏を耳に入れると、虫が窒息して大人しくな
ります。大人しくなったら、焦らずに取り出しましょう。
② ハンバーグにナツメグは入れますか？
入れるのであれば、小さじ２杯程度より少ない量にしておきましょう。入れすぎると中毒を起こし、
頻脈・幻覚・嘔吐などの症状が出現する可能性があります。
③ ツブ貝をいっぱい食べたらなんだか具合が悪い…
巻貝の唾液腺にはテトラミンという毒素があり、大量に食べるとめまい・頭痛・船酔い感などの食中毒
症状をきたすことがあります。テトラミンは加熱しても消えません。唾液腺を取り除くのはなかなか難
しいので、食べ過ぎない、というのが大事かも？
④ しいたけ皮膚炎
生焼けのしいたけを食べると全身がかゆくなり、引っ掻いた通りに皮膚が赤くなる皮膚炎をおこすこ
とがあります。バーベキューが楽しいこの季節、しいたけはしっかり焼いて食べましょう。アレルギー
ではないので、しいたけ皮膚炎を起こしたとしても、その後しいたけを避ける必要はありません。
⑤ 目に何か入った！虫？土？危険物!?
すぐに水道水かシャワーで眼を洗って！15分間しっかり洗い流して！！病院に来る“前”に、何か入っ
たと感じたら“すぐに”とりあえず洗って！特に強い洗剤やアルカリ性の液体・粉末は、５分洗うのが遅く
なっただけで眼に重篤なダメージを与えることがあります。近くに水道がなければペットボトル飲料で
も、最悪海水でもいいので、まずは洗ってから病院へ‼

３つ以上知っていたら、あなたは健康マニアですね。上記のような状態で困ったら、電話で大間病院
にご相談ください。状態によっては病院に来る前に処置していただいた方が良い事もありますので、頭
のすみにでも今回の小ネタを覚えておくと、将来役立つかもしれません。それでは皆さん楽しい夏を。

No .３１８病院だより 今月の担当医
院長 安 齋 遥

日 時 テーマ 定 員
９月28日(土) 10時～12時 タンパク質で筋力アップ！ 16名
11月17日(日)※ 13時～15時 災害時にも役立つ調理法 16名


健康づくりに興味がある！調理が好き！など、お子様から大人まで町民であればどなたでも参加

できますので、ぜひお申し込みください！

場 所 スマイリー調理室
参 加 費 無料
持 ち 物 エプロン、三角巾
申し込み 健康づくり推進課 ☎３１－０３５０

※広報６月号で案内させていただいた10月６日(日)の料理教室は、11月17日(日)に変更となりました。

９月28日(土)は集団健診もスマイリーで
開催されます。健診と一緒にぜひお申し
込みください。
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年につ年につ
青森県では、令和６年11月15日(金)を含む期間を「防災ウィーク」として、県内一斉の防災訓練を行う

こととなりましたので、今年度の大間町防災訓練は下記の日程で開催いたします。

訓練①（シェイクアウト訓練） 訓練②（津波避難訓練）

日時
●令和６年11月15日(金) 午前中予定
（県内一斉実施）

●令和６年11月17日(日) 午前中予定
（沿岸の市町村が11月15日前後で調整）

内容

●県内一斉シェイクアウト訓練
・防災無線の放送を合図に地震から身を守る行
動の実施

●大間町防災訓練（津波避難訓練等）
【大間地区】
・第１部：津波避難訓練
・第２部：各種個別訓練等
【奥戸・材木地区】
・各自、エリアメールの受信や避難経路の確
認、備蓄品の確認を行いましょう。
※今年度は大間地区での開催となります。

場所

●大間町内全域（学校・自宅・職場等を想定）
・自主訓練となる見込ですが、防災意識の高揚
を図るため、積極的な取組をお願いします。

●大間地区
●大間町開発センター※
※今年度は大間地区を対象に開催しますが、
奥戸・材木地区の方も来場可能です。

備考 訓練の詳細は、10月または11月広報紙へ折込します。

につにつ
青森県内に居住し又は滞在する方が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだ方がよいのか、医

療機関を受診すべきか等で迷った際の相談先として、相談員（看護師）から受診の必要性、対処方法等の
適切な助言等の救急電話相談や医療機関案内を受けることができる電話相談窓口が開設されます。

●運用開始時期
令和６年８月１日(木)

●対象者
青森県内に居住又は滞在している概ね15歳以上の者及び
その家族等
（15歳未満のお子さんは、
「青森県子ども医療でんわ相談（＃８０００）」で対応）

●電話番号
＃７１１９ ダイヤル回線・IP電話からは、
☎０１７－７１８－０２８９

●電話相談受付時間
24時間365日（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を含む）

●相談料金
無料（通話料は、利用者負担）

●県ホームページアドレス
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikikanri/shobohoan/aomori_7119.html



19


振込口座の変更届出について
高額療養費等の給付申請の際に届出した振込口座に変更（解約・金融機関の店舗統廃合等）があっ

たときは、必ず下記まで届出してください。
※届出がないと振り込みができなくなりますので、お早めの届出をお願いします。

交通事故等にあったとき
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を

受けたときは、必ず役場健康づくり推進課へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故
で労災が適用されない場合も届出が必要です。
詳細については、下記までお問い合わせください。

⬘ 青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１
健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）


電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対し

「令和６年度住民税非課税世帯及び住民税均等割世帯に対する物価高騰対策支援給付金（こども加
算）」を支給します。なお、今回の給付金は令和６年度の住民税課税状況において対象者を判定する
こととなり、支給対象の方には８月上旬までに申請書等を送付いたします。
また、今回の給付金は令和６年度において新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世

帯を対象にしており、令和５年度分の非課税世帯及び均等割世帯への給付金対象世帯の方は対象外
となります。

給付金の支給額

支給対象となる世帯
①令和６年６月３日時点で大間町に住民登録がある世帯
②令和６年度において新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯
③他自治体で同様の給付金の受給していないこと
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯ではないこと
給付金の支給手続き
令和６年８月上旬に支給対象世帯へ申請書等を送付いたしますので、内容を確認していただき

手続きをお願いします。
※申請書等の提出期限や振込時期等については、８月上旬に送付する文書でお知らせします。

⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

・住民税非課税世帯
・住民税均等割のみ課税世帯 １世帯あたり10万円

・こども加算（18歳以下のこども） こども１人につき５万円



20

事につ事につ
個人事業税は、一定の事業を営む個人の方に課される県の税金です。原則として、前年の不動産

所得及び事業所得から必要経費と各種控除額を引いた額に対して課税されます。対象者には８月と
11月に金融機関やコンビニエンスストアなどで納付できる納税通知書を送付します。
また、口座振替もご利用いただけますので、最寄りの取扱金融機関または各地域県民局県税部に

てお申し込みください。詳細は、県税ホームページをご覧ください。
⬘ 下北地域県民局県税部課税課 ☎２２－８５８１ 内線２０７

ーー
下北半島各所の観光スポットを巡って、デジタルスタンプを集めると、豪華賞品の抽選に応募で

きます。ぜひ、ご参加ください。（詳細は、右記二次元コードをご参照ください。）
○日 時：７月26日(金)～11月30日(土) 23時59分
○コ ー ス：①下北半島王道観光コース

②下北ジオパークコース
③北の果ての温泉めぐりコース

○豪華賞品：下北牛ステーキカット用シャトーブリアン、大間産本マグロ三種詰め合わせセット、
東通牛商品詰め合わせセット、あんこう鍋セット、塩ウニ３本セット

⬘ 下北地域県民局地域連携部 ☎２２－１１９５

生生
放送大学では、2024年度10月入学生を募集しています。
放送大学は、BS放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。「大学を卒業したい」「働

きながらスキルアップを目指したい」「家事・育児をしながら学びたい」「リタイア後の学びを楽し
みたい」など、それぞれの目的で、様々な年代や職業の方が学んでいます。
詳しい資料を無料でお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。

○放送大学の特徴と魅力
＊放送大学は正規の通信制大学です。（大学卒業の資格を取得）
＊入学試験がなく、学ぶ意欲があれば誰でも入学できます。
＊半年の在学もOK。１科目から学べます。（約300科目を開講）
＊負担の少ない授業料が魅力です。（１科目/２単位：12,000円）
＊受講から単位認定試験までオンラインでできますので、今の時代の学び方としても注目を集め
ています。

＊学習センターやサテライトスぺースが、様々な相談に対応します。

○出願期間 2024年６月10日(月)～９月10日(火)
※放送大学ウェブサイトからの出願もできます。

○資料請求（無料）・お問合せ先
放送大学青森学習センター ☎０１７２－３８－０５００
八戸サテライトスペース ☎０１７８－７０－１６６３
放送大学ウェブサイト https://www.ouj.ac.jp
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「」生「」生
訓練内容 Word、Excel、経理業務、簿記に関する基礎知識・技能の習得
募集人員 15名
募集期間 令和６年７月16日(火)～令和６年８月23日(金)まで
訓練期間 令和６年９月10日(火)～令和６年12月９日(月)
受講資格 公共職業安定所に求職申込を行っている方。

離職者等で職業に必要な技能及び知識を習得しようとする方。
応募手続 受講申込書に必要事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください。
訓練場所 青森アカウンティングスクール（むつ市金谷）
受 講 料 無料（ただし、テキスト代等は自己負担）

（テキスト代・災害保険加入費・資格試験検定料 合計35,000円程度）
※当該訓練は、訓練希望者の応募状況等により実施されない場合もありますので、あらかじめ
ご了承ください。

⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 むつ市文京町31-１ ☎２４－１２３４
担当 浜田・今

「事事習」生「事事習」生
受講期間 令和６年９月10日(火)・12日(木)・17日(火)・19日(木)・24日(火)・26日(木)

６日間
受講時間 18時～21時（３時間×６日間＝18時間）
募集期間 令和６年８月７日(水) ８時30分～令和６年８月22日(木) 17時
受講場所 青森県立むつ高等技術専門校
応募資格 在職者で第二種電気工事士学科試験の受験を予定している方
募集定員 15名
受 講 料 1,600円 ※指定するテキストは各自準備（2,090円）
申込方法 「受講申込書」を当校ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上、Ｆ

ＡＸで申込みください。
⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 むつ市文京町31-１

☎２４－１２３４ FAX２４－１２５０

は「」は「」
夏は肌の露出が多くなり汗もかくことから、電気が流れやすくなります。
また、暑さにより注意力が散漫になりがちなため、感電事故が多くなる傾向にあります。
そこで、経済産業省では、毎年８月を「電気使用安全月間」と定め、関係団体の協力のもとに

電気に関する安全運動を展開し、広く電気事故防止を呼びかけています。
電気安全に心がけましょう。

⬘ 一般財団法人東北電気保安協会 むつ事業所 ☎２２－４６９８
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大学等を卒業した若者（就職時35歳未満）が、６年間青森県内に住み、サポート企業で
働き続けたとき、奨学金の返還を青森県と企業等とで支援する制度です。
※就職予定者・企業ともに事前登録が必要です。

〇対象企業等（サポート企業）
・県内企業または勤務地を県内に限定した採用を
行う県外企業（法人、団体、個人事業主）であっ
て本制度に登録している企業等

〇支援対象者
・大学・短大等の卒業者で、就職時に35歳未満の
方（出身地不問）

・「日本学生支援機構」、「青森県育英奨学会」の奨
学金利用者

・青森県内で正規雇用されていない方
※県外にお住まいの方が、年度中途に就職する場
合も対象となります。

⬘ 青森県 若者定着還流促進課
☎０１７－７３４－９１７４

 ー中 ー中

学校区分 １人当たり支援上限額（企業が設定）

大学等 150万円、100万円、60万円のいずれか

短大等 75万円、50万円、30万円のいずれか

〇支援額（企業・県が１/２ずつ負担）

〇詳しくは公式サイト
｢あおもり奨学金サポートサイト」へ
https://www.aomori-life.jp/syogakukin

「」「」
県立美術館では、アメリカのバレエ団によるバレエ「アレコ」の背景画としてマルク・シャガール

が制作した「アレコ」全４点を展示しています。このバレエ「アレコ」は、1968年の公演を最後に50
年以上公演されていないため、今年11月に主演として、青森市出身のバレエダンサー大川航矢さん
を迎えてバレエ公演を行い、「アレコ」の背景画に再び舞台芸術としての命を吹き込みます。
■日 時 11月１日(金)～11月４日(月・振休) 全６回公演
■会 場 県立美術館アレコホール（青森市安田字近野185 B２F）
■料 金 一般9,000円／高校生以下5,000円ほか(税込)

※全席指定、事前購入のみ。各種手数料込み。
■予約方法 ●ＷＥＢ予約 チケットサイト「カンフェティ」

●電話予約 ０１２０－２４０－５４０
⬘ 青森県立美術館 ☎０１７－７８３－３０００

※認定時の返還残額の１/２が上限

ＱＲコードから
アクセス出来ます。

「つ」「つ」
むつ公共職業安定所では、障がいをお持ちの方を対象とした就職相談会を開催します。
相談会への参加を希望される方は、むつ公共職業安定所までお問い合わせください。

日時：令和６年９月６日(金) 13時～15時30分
場所：プラザホテルむつ
⬘ むつ公共職業安定所 障がい者担当 ☎２２－１３３１



23

皆様にとって、８月の一番大きな行事はブルーマリンフェスティバルだと思いますが、私は翌日の20
歳のつどいを楽しみにしています。20歳のつどいでは、毎年私が教えた子がどんな大人になったかを見
ることが出来て嬉しいからです。よく「アメリカには成人式がありますか？」と質問されます。実は、ア
メリカならではの成人式があります。
「キンセアニェーラ」を聞いたことがありますか？スペイン語で「15歳の女性」という意味です。その
言葉から想像出来る通り、かつては成人となる年齢が15歳で、現在では女性の15歳の誕生日パーティー
を行うのが伝統です。アメリカ大陸に住むスペイン語話者から伝わり、とりわけメキシコで人気となっ
ています。
メキシコでは、女性の15歳の誕生日パーティーが特別で、もし日本人がそのパーティーの写真を見た
ら結婚式だと勘違いすると思います。成人となった女性はボールガウンを着てティアラを被ります。
誕生日パーティーには多くの儀式があります。例えば、「キャンドルサービス」というものがあり、女
性は一番人生に影響を与えた15人を選んでキャンドルに火を灯し、その人たちがどのように自分の成長
を手伝ってくれたかをスピーチします。次に、両親は女性の
フラットシューズを取り上げ、人生初めてのハイヒールをプ
レゼントします。また、伝統によると、メキシコの女性は15歳
まで人前でダンスしてはいけないので、儀式として初めての
人前でのダンスもあります。
最近、日本人の成人年齢は20歳から18歳になりましたが、20
歳になった人のためのイベントを行う伝統が残っています。
18歳で成人した人のための新しい伝統を作るのはどう思いま
すか？



【シアター上映のご案内】 【つくってたいけん工作教室のご案内】
○10時～ ○15時～ ＜開 催 日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します。
名作童話大全集「ねむりの森の姫（他２話）」 ＜開催時間＞10時～/15時～
○12時～ 「くるくるおばけをつくろう！」
偉人たちの夢 不屈の細菌学者「野口英世」 ※参加費・予約不要
＜場 所＞コミュニケーションシアター ＜場 所＞つくってたいけん工作コーナー

【たのしい実験教室のご案内】 ⬘ むつ科学技術館
＜開 催 日＞毎週日曜日に開催します。 ☎２５－２０９１ ＦＡＸ２５－２０９２
＜開催時間＞①11時～ ②14時～ ≪URL≫http://www.jmsfmml.or.jp/msm.htm
＜内 容＞①「超低温の世界を調べよう」

②「ドライアイスの不思議を調べよう」
＜場 所＞１階探求コーナー




海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
６日、13日、20日、27日（毎週火曜日）
＊各施設の指定された駐車場に駐車してください｡


裁判員制度スタートから、今年で15周年を迎えまし
た。令和５年からは、18歳、19歳の方も裁判員に選ば
れるようになりましたので、18歳、19歳の裁判員経験
者の声をご紹介します。詳しくは、裁判所ウェブサイ
トをぜひご覧ください。
裁判員制度ウェブサイト
https://www.saibanin.courts.go.jp/index.html
⬘ 青森地方裁判所総務課庶務係
☎０１７－７２２－５４２１

▲誕生日パーティーの様子
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＜「よりっとこ」実行委員会メンバー＞※６／１現在

「」「」

＜団体の目的＞
■大間町をより一層「よりよい郷土（地域）にしたい」という想いのもと、地域人材のネットワークを構
築する。そこから地域住民の交流を図る事業計画及びイベント等を開催し、地域住民の交流と活性化を
目的とする。
＜「よりっとこ」名称の由来＞
・地元を活性化したい人々のそれぞれの想い、郷土愛のやる気を「持ち寄る所」。
・地元の人たちが誰でも気軽に「立ち寄れる所」。
・ここに来れば誰かに会える、「心の拠り所」。
・それぞれをお互いに想いやり、「寄り添う所」。
※いろいろな「よりところ」を誰でも読みやすく、言いやすく、心に残るように「よりっとこ」になりま
した。

＜「よりっとこ」活動報告＞
■2023年11月26日(日)大間町総合開発センターにて第一回目のイベントを開催しました。各企業・団体
が、自分たちで出来る企画を持ち寄り、試行錯誤しながら手作りイベントを開催。当日はたくさんの
住民の皆さまにご来場いただき誠にありがとうございました。
■今年度も、２月（予定）に第二回目のイベント開催へ向けて、実行委員会メンバーで現在企画・立案を
しています。正式なイベント開催日・イベント内容が決まりましたら、お知らせいたします。
是非、楽しみにお待ちください。また、イベント当日はたくさんの住民の皆さまとお会いできること
を楽しみにしております。

～2023年1126日イベント～

■「大間町食生活改善推進協議会様」
■「大間高校のボランティアの生徒さん」にもご協力
をいただきました。

■お問い合わせ先：大間郷土活性化委員会（ooma.yorittoko.2023＠gmail.com）

NO 氏名 勤務先・所属団体
1 時 谷 英 雄 明治安田 むつ大間営業所
2 藤 枝 誠 大間町地域づくり団体ツナグ
3 小 濱 年 高 大間不動産合同会社
4 瀧 上 敦 電源開発(株)大間現地本部 広報グループ
5 田 中 美由紀 地域包括支援センター くろまつ
6 岩 﨑 健二郎 電源地域振興センター 地域振興部 振興調査課
7 島 康 子 Ｙプロジェクト(株)
8 佐々木 和 美 Ｃｉａｏ～ｍａ
9 菊 池 雄 大 おおま宿坊 普賢院院代

時谷実行委員長
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令和６年６月末現在( )前月比


＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

人 口 男 女 世 帯 数

総数 4,682(－14) 2,403(－ 8) 2,279(－ 6) 2,477(－ 2)

大間 3,706(－ 8) 1,920(－ 6) 1,786(－ 2) 1,953(± 0)

奥戸 851(－ 4) 410(－ 1) 441(－ 3) 456(－ 1)

材木 125(－ 2) 73(－ 1) 52(－ 1) 68(－ 1)

田中 國雄さん 75歳（新釜）
小林 靖子さん 83歳（材木川目）
田中 良藏さん 86歳（大間平）
新井田洋子さん 81歳（向町）
山﨑 俊次さん 73歳（大間平）
⻆野 よいさん 100歳（館ノ上）
佐々木敏秋さん 89歳（割石）

広報 第676号 発行日：2024年８月１日

発行：大間町 編集：企画経営課
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4

☎(0175)37-2111
HPアドレス https://www. town. ooma. lg. jp

印刷所：協同印刷工業株式会社

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

６月届出分６月届出分

 め め
大正13年６月25日生まれの西村福水さんが100

歳を迎えられ、町長より顕彰状が送られました。
長生きの秘訣を尋ねると、「毎朝思い出したら

体操をして体を動かす」と答えてくれました。
西村福水さん、これからも元気に過ごして長生

きしてください。

今月はありません

今月はありません


